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知
ら
せ
／

募
集

お
知
ら
せ
／

募
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※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

● 

お
知
ら
せ

市
議
会
議
員
一
般
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

　
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
立

候
補
予
定
者
説
明
会
を
行
い
ま

す
。
※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ

日
時　
７
月
15
日
㈭
午
後
１
時

半
か
ら

場
所　
市
役
所
７
階
・
講
堂

問
合
せ　
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
へ

市
長
の
資
産
な
ど
を
公
開

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め

の
摂
津
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
に
基
づ
き
、

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
資
産

等
（
補
充
）
報
告
書
」「
所
得

等
報
告
書
」「
関
連
会
社
等
報

告
書
」
を
、
市
役
所
１
階
・
情

報
コ
ー
ナ
ー
で
公
開
し
ま
す
。

　
各
報
告
書
の
「
閲
覧
」
ま
た

は「
写
し
の
交
付（
有
料
）」は
、

所
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　
秘
書
課
へ

情
報
公
開
・
個
人
情
報

保
護
条
例
の
運
用
状
況

　
前
年
度
の「
情
報
公
開
条
例
」

「
個
人
情
報
保
護
条
例
」
の
運

用
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

詳
細
は
、
市
役
所
１
階
・
情
報

コ
ー
ナ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
総
務
課
）
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

■
情
報
公
開
条
例

　
市
が
持
っ
て
い
る
情
報
（
行

政
文
書
）
を
、
市
民
の
請
求
に

応
じ
て
公
開
（
閲
覧
・
写
し
の

交
付
）
す
る
制
度
で
す
。

公
開
請
求
等
件
数　
63
件
（
処

理
状
況
▽
公
開
14
件
▽
部
分
公

開
44
件
▽
文
書
不
存
在
５
件
）

■
個
人
情
報
保
護
条
例

　
市
が
持
っ
て
い
る
個
人
の
情

報
を
本
人
に
開
示
し
た
り
、
そ

の
情
報
に
誤
り
が
あ
る
と
き

は
、
訂
正
す
る
よ
う
に
求
め
た

り
で
き
る
制
度
で
す
。

開
示
請
求
件
数　
８
件
（
処
理

状
況
▽
部
分
開
示
７
件
▽
文
書

不
存
在
1
件
）

問
合
せ　
総
務
課
へ

阪
急
摂
津
市
駅
周
辺
清
掃

　
７
月
27
日
㈫
に
、
環
境
美
化

推
進
地
区
で
あ
る
阪
急
摂
津
市

駅
周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い
ま

す
。
※
雨
天
の
場
合
は
中
止
※

健
幸
マ
イ
レ
ー
ジ
参
加
者
に
は

１
０
０
ポ
イ
ン
ト
付
与

集
合
時
間
・
場
所　
午
前
９
時

半
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
前

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
に
野
口
さ
ん
を
再
任

　

市
は
、
固
定
資
産
評
価
審

査
委
員
会
委
員
に
野
口
宏
さ
ん

（
65
歳
）
を
再
任
し
ま
し
た
。
任

期
は
令
和
６
年
6
月
11
日
ま
で
。

問
合
せ　
同
委
員
会
事
務
局
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
７
月
24
日
㈯
午
前
９
時
〜
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
へ
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

国
保
料
土
曜
・
夜
間
相
談

　
７
月
17
日
㈯
午
前
９
時
〜
12

時
、
29
日
㈭
午
後
５
時
半
〜
８

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
１
５
５
５
へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

発
売
期
間　
７
月
13
日
㈫
〜
８

月
13
日
㈮

抽
選
日　
８
月
25
日
㈬

問
合
せ
　（
公
財
）
大
阪

府
市
町
村
振
興
協
会
☎

５月の火災・救急件数
　★火災　　 　 　　　　 2 件
　　　　 　　 （年間累計 7件）
　★救急　　  　　　　341 件
　　　　 （年間累計 1,805 件） 

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」

＃ 7119 または
06（6582）7119

（24 時間・365 日対応）

06(

６
９
４
１)

７
４
４
１
へ

● 

募
集

太
陽
光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池

共
同
購
入
者
募
集

　

太
陽
光
パ
ネ
ル
・
蓄
電
池
の

共
同
購
入
の
参
加
者
を
募
集
し

ま
す
。
オ
ン
ラ
イ
ン
説
明
会
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
※
詳
し
く

は
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ

参
加
登
録
期
間　
７
月
19
日
㈪

ま
で
※
延
長
す
る
場
合
あ
り

問
合
せ　

府
エ
ネ
ル
ギ
ー

政
策
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
２
５
４
へ

自
衛
官
募
集

　
防
衛
省
で
は
、
自
衛
官
な
ど

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

種
目　
①
航
空
学
生
②
一
般
曹

候
補
生
③
自
衛
官
候
補
生
④
防

衛
大
学
校
学
生
（
推
薦
・
総
合

選
抜
）⑤
防
衛
大
学
校
学
生（
一

般
）
⑥
防
衛
医
科
大
学
校
学
生

（
医
学
科
）
⑦
防
衛
医
科
大
学

校
学
生
（
看
護
学
科
）

資
格　
①
海
＝
高
校
卒
（
見
込

み
含
む
）・
23
歳
未
満
、
空
＝

高
校
卒
（
見
込
み
含
む
）・
21

歳
未
満
②
③
18
歳
以
上
・
33
歳

未
満
④
〜
⑦
高
校
卒
（
見
込
み

含
む
）・
21
歳
未
満

受
付
期
間　
①
７
月
１
日
㈭
〜

９
月
９
日
㈭
②
７
月
１
日
㈭
〜

９
月
６
日
㈪
③
通
年
④
９
月
５

日
㈰
〜
10
日
㈮
⑤
７
月
１
日
㈭

〜
10
月
27
日
㈬
⑥
７
月
１
日
㈭

〜
10
月
13
日
㈬
⑦
７
月
１
日
㈭

〜
10
月
６
日
㈬

問
合
せ　

自
衛
隊
大
阪
地
方

協
力
本
部
茨
木
地
域
事
務
所
☎

０
７
２
（
６
２
３
）
５
２
５
０
へ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◎
使
用
済
み
切
手
整
理
＝
７
月

15
日
㈭
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

（
参
加
時
間
自
由
）

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
＝
７
月
26
日
㈪
午
前
10
時
〜
午

後
３
時
（
参
加
時
間
自
由
）

と
こ
ろ
・
問
合
せ　

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
06

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ

職種（募集人数） ①職務内容　②勤務時間　③報酬など　④資格　⑤必要書類　⑥申込期間　⑦担当課

❶認定こども園
　補助保育教諭
　（保育所枠）
　【若干名】

①市立認定こども園（保育所枠）での保育業務
②月〜金曜日の週５日・午前８時半〜午後５時または午前９時〜午後５時半
③月額約 158,000 〜 165,000 円　④保育士資格または幼稚園教諭免許
⑤写真付き履歴書と資格証または資格取得見込証明書の写し　⑥随時　⑦こども教育課

❷認定こども園
　補助保育教諭
　（幼稚園枠）
　【２人】

①市立認定こども園（幼稚園枠）での保育業務
②月〜金曜日の週 5 日（長期休業除く）・年間 200 日以内・基本午前８時半〜午後４時半
③月額約 118,000 〜 123,000 円　④保育士資格または幼稚園教諭免許
⑤写真付き履歴書と資格証または資格取得見込証明書の写し　⑥随時　⑦こども教育課

❸認定こども園
　補助保育教諭
　（幼稚園枠）
※預かり保育担当
　【１人】

①市立べふこども園（幼稚園枠）での預かり保育業務
②月〜金曜日のうち週４日以内（水曜日、長期休業除く）・午後１時 45 分〜４時 15 分
③時給 1,022 〜 1,069 円　④保育士資格または幼稚園教諭免許
⑤写真付き履歴書と資格証または資格取得見込証明書の写し　⑥随時　⑦こども教育課

❹母子・父子
　自立支援員
　【１人】

①母子・父子家庭を対象としたケースワーク（関係機関との連絡調整含む）、離婚前相談
②月〜金曜日のうち週４日・午前９時〜午後５時　③月額約 198,000 〜 204,000 円　
④社会福祉士資格または福祉関係の対人援助や相談業務に３年以上従事した経験のある人
⑤エントリーシートと資格保有者は資格証の写し　⑥７月７日㈬必着　⑦子育て支援課

▽任用期間は、❶〜❸任用日から令和４年３月 31 日まで、❹令和３年８月１日から令和４年３月 31 日まで
▽❶❷❹勤務実績により２回（令和６年３月 31 日）まで再度の任用可
▽「③報酬など」は本市での職務経験を加味して決定（制度改正などにより変更の可能性あり）
▽その他、条例に基づき、通勤費用（費用弁償）、期末手当などの支給あり
▽❹エントリーシートは市ホームページから取得（子育て支援課でも配布可）

《備考》

●職員（会計年度任用職員）募集 ※郵送での申込みは〒 566-8555（住所不要）担当課まで
申込み　必要書類を担当課へ持参または郵送

夏の交通事故防止運動
●運動の重点
▽二輪車の交通事故防止▽子どもの交通事
故防止▽自転車の安全利用の推進
●スローガン　
▽やめよう バイクの すり抜け運転！
▽あせらない 次の青でも いいじゃない
問合せ　道路交通課へ

介護保険料決定通知書７月中旬に送付
　7 月中旬に 65 歳以上の人へ令和 3 年度分の介護保
険料決定通知書を送付します。納付書払いの人は、納
期限までに保険料を納めてください。滞納すると介護
保険サービスの制限がかかる場合があります。

 減免申請対象

①新型コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入等
が前年に比べ３割以上の減少を見込む場合、一部免
除。

②新型コロナの影響で主たる生計維持者が死亡または
重篤な傷病を負った場合、全額免除。

③新型コロナの影響以外の事由による被保険者または
主たる生計維持者の死亡・失業などにより、前年に
比べ月の平均収入が５割以上の減少を見込む場合、
一部免除。

④第２段階や第 3 段階の人で、保険料支払いが困難な
場合、一部免除。

※申請時期や適用する減免により、対象の保険料が異
なります。※収入などの要件があります。※証明書類
が必要な場合があります。
問合せ　高齢介護課へ

熱中症対策で施設を開放
　次の施設を涼んでもらえ
る場所「セッツオアシス」
として開放します。
開放期間・時間
７月１日㈭〜９月 17 日㈮・
午前９時〜午後５時
※各施設の休館日除く
開放施設
▷市役所▷コミュニティプラザ▷地域福祉
活動支援センター▷各公民館※安威川公民
館は７月末まで休館▷別府コミュニティセ
ンター▷正雀市民ルーム

7/1
 〜 31

ス
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オ
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お知らせ／募集相談
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

今 月 の 各 種 相 談 ※いずれも無料
相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市民法律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの
法律問題

毎週㊊・㊍
午後１時 15 分〜４時 15 分

（各日先着７人）
自治振興課（市役所２階）
☎ 06（6383）1357
※受付は実施日当日の午前９
時から相談終了時間の 30 分
前（市民法律相談は午後２時）
まで。電話可
※各相談１回 30 分まで
※要望・苦情などの市民相談
窓口は自治振興課へ

行政 国、府、市などの業務
に対する要望など ７日㊌午後１時〜３時

登記 登記・測量の問題など ２日㊎午後３時〜５時（先着４人）
外国人

市民相談
外国人が抱えている生
活上の諸問題

中国語＝ 13 日㊋
午前 10 時〜 12 時

中国人在日日本指　咨訊　第 2 周　星期二　午前 10 時〜 12 時
　　　　　　　　　　　　☎ 06（6383）1357

税務
税理士による所得税や
相続税、贈与税などの
税務相談

20 日㊋
午後１時半〜４時半

（先着６人）

市民税課（市役所２階）
☎ 06（6319）1990
※申込みは前日までに、近
畿 税 理 士 会 吹 田 支 部 ☎ 06

（6319）0450 へ

労働 労働全般の相談 毎週㊌
午後１時〜４時

産業振興課（市役所４階）
☎ 06（6383）1362

消 費 生 活 消費者の利益・安全に
関する苦情・要望など

毎週㊊〜㊎
午前９時〜午後 5 時 産業振興課、消費生活相談

ルーム（市役所４階）
☎ 06（6383）2666多重債務

法律

司法書士＝㊍、弁護士
＝㊎による債務（借金）
の問題解決

▷１日㊍午後２時〜５時
▷ 16 日㊎午後１時〜４時

（要事前予約）

心 配 ご と 家族関係、生計、病気
などの悩みごと

毎週㊋
午後１時〜３時

社会福祉協議会（地域福祉活
動支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人 権 擁 護 人権擁護委員による相
談

９日㊎
午後２時〜３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
な ん で も

暮らしの中で起こる人
権問題

毎週㊊〜㊎
午前 10 時〜午後４時

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男 性 電 話 生き方・働き方、人間
関係の悩み

28 日㊌
午後１時〜４時

人権女性政策課
☎ 06（6155）9167

女 性 総 合
（電話・面接）

女性のさまざまな悩み
の相談（家庭や職場、
パートナーからの暴力
の相談も含む）

▷毎週㊊㊋㊍㊎㊏
午前９時半〜午後５時
▷第３・４㊋午後１時〜９時
※ 22 日㊗、23 日㊗除く

男女共同参画センターウィズ
せっつ・相談室
女性総合
☎ 06（4860）7116
法律・面接予約
☎ 06（4860）7114
※乳幼児の一時保育あり
　（５日前までに要予約）

専
門
相
談

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談

▷ 13 日㊋午後２時〜４時 40 分
▷ 27 日㊋午後５時〜７時 40 分

女性面接
（要予約）

女性カウンセラーによ
る心の悩みのカウンセ
リング

▷６日㊋午後１時〜４時 50 分
▷８日㊍午前 10 時〜 12 時 50 分
▷ 20 日㊋午後３時〜７時 50 分

巳
寸

保険・医療制度のお知らせ

 国民健康保険限度額適用認定証の更新申請

　医療機関窓口での支払いが限度額までとなる「国
民健康保険限度額適用認定証（国民健康保険限度
額適用・標準負担額減額認定証）」の必要な人は、
申請してください。（郵送可）

国民健康保険制度
 ７月下旬に高齢受給者証を送付
　新しい高齢受給者証を 70 〜 74 歳の国民健康
保険加入者に送付します。８月１日以降は、国民
健康保険被保険者証と併せて新しい高齢受給者証
をご提示ください。

年金のお知らせ

問合せ　国保年金課へ

　経済的な理由などで保険料の納付が困難で、国
民年金被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が一
定の基準額以下の場合、申請により保険料が免除
される制度があります。
　そのほか、50 歳未満の場合は保険料の納付が猶
予される制度や、新型コロナウイルス感染症の影
響による減収を事由とする免除制度もあります。

問合せ　国保年金課へ

 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

同一世帯内の被保険者と
世帯主の総所得金額等の合計額

均等割
軽減割合

【43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の
数－１）】を超えない人 7 割

【43 万円＋ 28 万 5 千円×（被保険者数）
＋ 10 万円×（給与所得者等の数－１）】
を超えない人

5 割

【43 万円＋ 52 万円×（被保険者数）＋
10 万円×（給与所得者等の数－１）】を
超えない人

2 割

 傷病手当金の支給適用期間が９月末に

　新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金が支給となる適用期間が「令和２年１月１日〜令和３年６
月 30 日」から「令和２年１月１日〜令和３年９月 30 日」に変更となりました。

　令和３年度の免除・納付猶予申請は７月から受
け付けます。
※免除や納付猶予期間があると将来受け取る年金
が減額されますが、免除や納付猶予期間分の保険
料は 10 年以内に追納することで年金額を増やす
ことも可能です。

後期高齢者医療制度
 医療費等の自己負担軽減

　住民税非課税世帯に属する被保険者の人には、
「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定
証」を、一部負担金の割合が 3 割で所得区分が現
役並み所得者Ⅰ・Ⅱの被保険者の人には、「後期高
齢者医療限度額適用認定証」を、申請により交付
します。医療機関で提示すると、医療費などの自
己負担が軽減されることがあります。
※継続対象者には、7 月下旬に新しい認定証を普
通郵便で送付（申請不要）

 ７月中旬に新しい被保険者証（桃色）を送付
　新しい被保険者証を簡易書留で送付します。有
効期限が過ぎた被保険者証は使えませんので、市
に返却するかご自身で破棄してください。

 ７月中旬に保険料額決定通知書を送付
　普通徴収の人は、送付する納付書や口座振替、
スマートフォン決済で保険料を納付してください。
　特別徴収の人は、直接年金から天引きされます。
　令和３年度は、均等割軽減割合などが次のとお
り変更されます。
①軽減特例の見直しにより、均等割軽減割合が
7.75 割から７割に変更。
②均等割の所得判定区分が以下のとおり変更。

国民健康保険・後期高齢者医療制度


